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組織見直しの検討について

＜財団法人日本船舶振興会＞

平成１６年７月９日
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１．モーターボート競走の概要
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●：競走場・・・２４ヶ所
●：ボートピア（ＢＰ）・・・１８ヶ所
●：前売専用・・・１ヶ所

ＢＰ岩間

【競走場及び場外発売場の所在地】
【施行者】

４３団体

＜構成自治体数＞・・・・１６７

県 １
施行組合 ２１

（構成市町村１４５）
市 ２０
町 １

【関係団体】

（社）モーターボート競走会 （１９団体）

（社）全国モーターボート競走会連合会

（財）日本船舶振興会

（社）日本モーターボート選手会

【選手】

登録選手数 １，４９３人

平成１６年６月末現在



２．モーターボート競走の売上げ状況等
モーターボート競走の売上金額及び

（財）日本船舶振興会への交付金額の推移
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３．モーターボート競走売上金の流れ

払戻金
（８，９６９億円）

公営企業金融公庫納付金
（１２７億円）

モーターボート競走会交付金
（１４８億円）

（財）日本船舶振興会交付金
（３９７億円）

開催財源
（２，４４８億円）

施行者の開催収益
（４０億円）

勝舟投票券売上額
１１，９９１億円

入場料等収入
（９８億円）

約７５％約１．１％

約１．２％ 約３．３％
約２０％

教育費、土木費、保健衛
生費等に活用

以下の資金として活用
①船舶関係事業振興の補助
②その他公益事業振興の補助

開催経費
【従事員賃金、選手賞金等】

（２，４０８億円）

（２，３５０億円）

＜平成１４年度実績＞



４．(財)日本船舶振興会の組織の検討に当たっての論点

論点１ モーターボート競走の性格と(財)日本船舶振興会との関係

● モーターボート競走は、形式上刑法違反である賭博行為に該当するが、
①船舶関係事業その他の公益事業の振興に資すること
②地方財政の改善を図ること

を条件に特別に違法性が阻却されるもの。
● ①の公益目的を達成するため、(財)日本船舶振興会が所要の事業を実施。

論点２ (財)日本船舶振興会に対する公的関与のあり方

● (財)日本船舶振興会が行う事業は、違法性阻却に相応しい内容である
ことを確保することが必要。
● (財)日本船舶振興会に対して、予算、事業計画等について公益目的確
保の観点から毎年国が必要な関与を行うことが重要。


